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研究成果の概要（和文）：

本研究及び関連するプロジェクト研究を通じて、日本における親権・監護法における問題点

を具体的に析出するとともに、欧米先進諸国及び他のアジア諸国における親権・監護法制の展

開や改革動向を比較検討することにより、また、日本における家庭裁判所や弁護士実務におけ

る運用面での工夫や自治体や民間機関と行政・司法などの関係機関の連携を進めつつ、日本に

おける親権・監護法の具体的な立法提言を行い、その一部は実際の民法等の一部改正や解釈運

用の改善に結び付けることができた。

研究成果の概要（英文）：

We analyse the problems of parental rights ad child custody law in Japan,as compared

with the developments of child custody law in advanced western countries and other asian

countries,and propose the modern reform of Japanese Parental Rights and Child Custody

Law ,in cooperation with amendments of legal practice and legal services in family

courts ,family law lawyers,local authorities,nonprofit organizations,administrative

bodies,and judicial departments.As the result of our research ,recent outstanding

amendments of Japanese Civil Code on parental rights and child custody law has come into

existence.
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１．研究開始当初の背景

(1)親権・監護法の改正をめぐっては、日弁連

法務研究財団において、家事法制委員会の主

要メンバーとして、親権・監護法制の実態調

査研究及び比較法調査研究を行っており、ま

た、東京家庭裁判所においても、調査官や調
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停委員を中心に、親権・監護紛争における実

務上の問題点について検討をしてきた。

(2)また、日本家族〈社会と法〉学会において

も、2008 年 11 月の学術大会において、「親権

法のあるべき姿を求めて」というシンポジウ

ムを開催し、立法改革に向けた検討の基礎作

業を行ってきた。

(3)児童虐待やネグレクトの深刻な事案が増大

しており、親の権利が強く、子の利益や子の

権利の保障が十分でないとして、適切な親権

の行使がなされない場合について、裁判所の

関与の下に親権を一時的に停止したり、制限

する制度の必要性についても説かれていた。

(4)また、民法の親権・監護法の規定構造は、

親の支配権的性格が強く、必ずしも子の福祉

や子の権利が保障されていない。さらには、

離婚後の単独親権の原則や面会交流や養育費

についての規定の欠如、親権・監護権の概念

の不明確性、親権の停止や制限の制度の新

設・整備など、親権・監護法制については、

多くの問題点と課題があり、その全面的包括

的見直しが求められていた。

２．研究の目的

(1)親権・監護をめぐる紛争は、婚姻中、別居

中、離婚後などにも起こり、紛争当事者も父

母だけでなく、祖父母、叔父叔母、継親、里

親等にも広がり、多様化、深刻化、複雑化が

著しい。また、ＤＶや児童虐待など暴力をと

もなうケースもあって、解決や対応が困難な

ケースも増えている。社会のグローバル化も

進み、国際的な親権・監護紛争も少なくない。

(2)しかしながら、このような状況下でも、日

本では、依然として親権・監護法制は、明治

民法下での親の支配権的な基本構造の古い法

制度が維持され、解釈や運用での対応にはも

はや限界がきている。

(3)そこで、本研究では、日本の親権・監護法

制の沿革と展開を踏まえ、また日本法の問題

整理を行ったうえで、アメリカ、イギリス、

ドイツ、フランスなどの欧米諸国での親権・

監護法制の改正動向及び韓国などの最近の改

正動向をも参考にし、日本の親権・監護法制

の立法改革の具体的な提案を行うことを目的

とする。

３．研究の方法

(1)本研究では、親権・監護法の大胆かつ説

得力ある改正要綱案を提示する基礎作業と

して、欧米先進諸国での親権・監護法の改革

動向を探り、法制改革の具体的な内容や特色

を把握するだけでなく、改革を実現したプロ

セスや具体的な手法、社会的支援制度・児童

福祉法制との連携協力など細部にわたる比

較法的な研究を行い、改革の推進力・原動力

となった内的外的諸要因にまで触れる。

(2)そして、同時に、日本の家族法の研究者

400 名を束ねる日本家族〈社会と法〉学会を

中心に、日弁連法務研究財団や弁護士、裁判

官、調査官、家事法研究会などに呼びかけ、

「家族法改正研究会（仮称）親権・監護法改

正グループ」を立ち上げる。

(3)このような研究組織の下で、欧米先進諸

国やアジア諸国での親権・監護法制改革動向

調査の結果を踏まえ、平成 21 年 11 月には、

日本家族〈社会と法〉学会において、離婚後

の共同親権・面会交流・養育費等を中心とし

て報告・討議を行い、平成 22 年には、児童

虐待や離婚・再婚の増加に伴う法改正へのニ

ーズ調査を実施しながら、「家族法改正研究

会」において具体的な要綱案（私案）を作成

し、報告討議を重ねて最終的な要綱案を詰め

ていく作業をする。

(4)平成 22 年 5 月には、日弁連の両性の平等

委員会を中心としたシンポジウムで、「離婚

と子どもの幸せ」というテーマで報告討論を

し、同年 6月には、家族法改正研究会でのシ

ンポジウム、10 月の日本私法学会で「家族法

改正シンポジウム」において、親権・監護法

部分についも討議検討をする。そして、さら

に各界から意見を参考にしつつ、平成 23 年 3

月に日弁連でのシンポジウム、6 月には家族

法改正研究会での親権・監護法改正をめぐる

シンポジウムを開催して、十分な議論を経て

実現可能な要綱案を得る。

(5) 具体的には、民法典の親権という用語・

概念の再検討、親権の法的性質、親権を行う

者の範囲、親権の取得、親権の内容（身上監

護権・財産管理権）、とくに監護教育権、子

の引渡し、面会交流、身分行為の法定代理権、

扶養義務と関係、親権の変更、親権の終了・

喪失（児童虐待と親権・監護権の制限・停止

を含む）、親権の共同行使と親権・監護紛争

の解決手続や社会的支援制度・児童福祉制度

との役割分担と連携などの多角的な視点か

らの立法案を策定し、具体的な民法及び関連

する福祉法制について法改正のための具体

的提言をとりまとめる。
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４．研究成果

(1)以上のように、研究目的と研究構想にお

いて、平成 21 年 11 月の日本家族〈社会と法〉

学会第 26 回学術大会において、本研究の一

部である「面会交流への社会的支援のあり方

について」、日本の家庭裁判所や民間機関で

の取組みの実情、海外の先進諸国での面会交

流支援の動向について報告するとともに、法

整備と社会的支援の充実について具体的提

言を行った。

(2)平成 21 年 11 月のアジア家族法三国会議

において、日本の家族法の改正について報告

し、すでに出されている親権・監護法をめぐ

る改正提案に対して、子どもの代理人制度や

子の意見表明権を保障する規定の整備、欧米

諸国で認められている学校や医療等につい

て情報アクセス権、パスポートや転居につい

ての規定の導入、面会交流・養育費の規定の

明文化、離婚後の親権の共同化とともに、単

独親権の基準の明確化、協議や合意形成に対

する社会的支援制度の充実と専門家の養成、

当事者支援の仕組みの充実整備などの課題

があることを明らかにした。また、親権制限

についても親権の一時停止、一部制限の導入

や家庭裁判所の司法的関与の推進強化、児童

福祉法の改正による予防的措置の強化、施設

長等の権限の明確化なども提言した。

(3)平成 22 年 6 月に、家族法改正研究会が早

稲田大学において開催した公開シンポジウ

ムにおいて、親権・面会交流・養育費の実情

と問題点、親権と民法 766 条の子の監護者制

度、親権と監護権の内容、権限と責任の配分、

離婚後の共同親権・共同監護、父母の一方の

離婚後の再婚と非親権者である親の地位、子

と祖父母、兄弟姉妹等との面会交流、里親等

第三者の監護者指定等親権の規定と監護の

規定の相互関係や体系的位置づけ、簡易算定

表と養育費の履行確保等について、協議離婚

や親権・監護法制の問題点の改善という視点

から報告を行った。

(4)平成 23 年 2 月には、法務省からの委託調

査研究である「親子の面会交流を実現するた

めの制度等に関する調査研究報告書」のとり

まとめを行い、株式会社商事法務から刊行し

た（法務省ホームページ参照）。同報告書は、

私が研究代表者となって、法務省、最高裁判

所、ＦＰＩＣなどの民間の面会交流支援機関

の協力を得て、司法統計、当事者アンケート

の分析、家庭裁判所、家事関係の弁護士から

のヒヤリング、日本における民間面会交流支

援活動、諸外国における面会交流支援法制と

活動などを調査研究したもので、平成 23 年 4

月の民法の一部改正での国会審議において

も取り上げられ、5 月の改正法の成立に大い

に寄与したものである。

(5)本研究に伴う具体的な提言により、平成

24年4月からの施行された民法766条の改正

において、面会交流・養育費の規定が挿入さ

れるとともに、法務省通達により、協議離婚

届出書に、面会交流と養育費の取り決めの有

無のチェック欄が設けられた。また、厚生労

働省では、母子家庭地域生活支援事業の一環

として、平成 24 年 4 月から、児童扶養手当

受給者である非監護親等を対象に、面会交流

支援の活動費補助を実施することになり、同

年 5月には東京都のひとり親支援センターが

面会交流支援事業が開始することになった。

(6)平成 23 年 6 月には、日本弁護士連合会両

性の平等委員会による『離婚と子どもの幸せ』

が刊行され、共同親権・面会交流・養育費を

男女共同参画社会の視点から考える提言を

行った。また、平成 23 年 6 月には、早稲田

大学において、家族法改正研究会のシンポジ

ウムを開催し、親権法の研究グループで親

権・監護法の改正に向けた中間報告を行った。

平成 23 年 9 月には、岩手県社会福祉事業団

の招きで、児童虐待防止のための民法の一部

改正や児童虐待防止法・児童福祉法等の講演

を行い、児童虐待防止法制と親権法改正と今

後の課題について提言した。

(7)平成 24 年 3 月には、厚生労働省に、養育

費相談支援センターにおける養育費等の制

度改革に関する研究会の報告書において、ア

メリカ法等の比較研究と日本での実態調査

の結果に基づいて、養育費履行確保策を提言

した。具体的には、関係機関の役割分担の明

確化と連携の推進、家族関係支援センター

（仮称―ワンストップサービスの相談機関）

の設置、養育費履行確保と既存の制度の運用

上の工夫、協議離婚と子に関する合意形成の

実質化、養育費の決定・履行確保・面会交流

や子育て支援との関係、とくに、養育費や面

会交流の密接寒冷性を配慮した法整備と社

会的支援の充実を提言している。

(8)以上のように、本研究では、学会、弁護

士会、法務省、最高裁判所等とも連携しつつ、

諸外国の法制の展開も参照しながら、子の権
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利や子の利益を実現する親権・監護法制の具

体的な改革を提言し、法や社会のシステムの

転換を目指した。すでに述べたように、平成

23 年 5月に民法の一部改正が成立し、民法の

親権・監護法制において、親権が子の利益の

ためのものであることが明記され、親権停止

制度の導入、未成年後見制度の整備、面会交

流・養育費の規定が挿入され、子の利益の最

優先も明示された。しかし、今後は、離婚後

の共同親権・監護を含めて、全面的包括的改

正が必要であり、時間はかかるかもしれない

が、その方向に向って順調に作業は進行して

いる。
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